
 

 

 

平成 26年４月 18日 
 

2020 年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行っていると 

装い社債を募集する「株式会社エーライン」に関する注意喚起 
  

平成 26年１月以降、2020年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行って

いると装った事業者による社債募集に係る取引についての相談が、各地の消費生活セン

ターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社エーライン」（以下「エーライン」といいます。）

との取引において消費者の利益を不当に害する行為（不実のことを告げること）を確認

したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１項の規定に基づき、消費

者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けま

す。 
 

（注意喚起の要旨） 

○ エーラインは、2020 年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行ってい

る旨を記載したパンフレット等（以下「勧誘資料」といいます。）を消費者宅に送付し

て自ら不動産事業を営んでいるように装い、１口10万円の社債の募集を行っています。 

○ 勧誘資料の送付時期と前後して、消費者宅にエーラインとは別の事業者（以下「申

入れ業者」といいます。）から電話があり、「社債の購入権を譲ってほしい。」などと持

ち掛けられます。 

○ 消費者が申入れ業者からの申入れを承諾すると、後日、消費者宅に警察官を名乗る

人物から電話があり、「申入れ業者の社員を逮捕した。あなたにも責任があるから財産

を差し押さえる。詳しくは弁護士と話をするように。」などと言われます。そして、弁

護士を名乗る人物は、消費者に対し、差押えを回避するためと称し、指定した金額を

支払うよう指示します。 

○ 当庁が調査したところ、勧誘資料に記載されていたエーラインの所在地住所には同

社に関わる拠点が存在せず、連絡先電話番号も電話転送サービス事業者名義のもので

した。また、エーラインの勧誘資料には宅地建物取引業を営んでいる旨の記載もあり

ますが、同社が宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号）に基づく宅地建物取引の

免許を受けた事実はなく、社債の募集に関し金融商品取引法（昭和 23年法律第 25 号）

に基づく届出が行われた事実もありませんでした。 

○ これらのことから、エーラインの事業及び社債募集には、実体のないことが強く疑

われます。エーラインから勧誘資料が送付されたり、見知らぬ者から権利譲渡を持ち

掛けられたりしても、決して応じないようにしましょう。 

○ ゆうパックや宅配便等で現金を送付させる手口が見られますが、宅配便等で現金を

送付することはできません。「宅配便等で現金を送付するように。」といった指示には

従わないようにしましょう。 

○ 取引に関して不審な点がある場合には、消費生活センターや警察に相談しましょう。 

本件に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室 

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)9287 
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2020 年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行っていると 

装い社債を募集する「株式会社エーライン」に関する注意喚起 
 

平成 26 年１月以降、2020 年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行って

いると装った事業者による社債（無担保転換社債型新株予約権付社債）募集に係る取引に

ついての相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社エーライン」（以下「エーライン」といいます。）

との取引において、消費者の利益を不当に害する行為（不実のことを告げること）を確認

したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１項の規定に基づき、消費者

被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

１．事業者の概要 

名 称 株式会社エーライン 

所 在 地 東京都渋谷区本町１－13－３ 

代 表 者 山田 悟 

資 本 金 ７億円 

設   立 平成２年４月１日 

※ エーラインが消費者に提供した資料等に記載されている内容です。 

※ エーラインは、上記所在地に存在しません。 

※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．具体的な事例（パンフレット等の詳細は「別添資料」を参照） 

（１）平成 26年 1月下旬、消費者宅にエーラインとは別の事業者（以下「事業者Ａ」とい

います。）の担当者を名乗る者から、「ピンク色の封筒が届いていないか。届いたら、

その封筒の中身を譲ってほしい。」旨の電話があった。翌日、事業者Ａの担当者が話し

ていたとおり、エーラインが送付元となっているピンク色の封筒が消費者宅に届いた。 

（２）その日のうちに、消費者宅に事業者Ａの担当者から電話が入り、「封筒の中には、エー

ラインが2020年東京オリンピック関係の事業として用地の買収やマンションの分譲を

行っている旨を説明したパンフレットと、その事業のための社債の申込書が入ってい

る。オリンピックの開催が決まり土地の値段が上がるから、社債を購入する権利を譲っ

てほしい。」旨を依頼された。消費者は不審に思い、一度はその依頼を断ったが、事業

者Ａの担当者から執ような説得を受けたことから根負けして、「譲ってもいい。」と返

事をしたところ、「２～３日で封筒を取りに行く。」と言われた。 

（３）その翌日、事業者Ａの担当者から再度連絡が入り、「当社の名前で、3000 万円をＢ

証券会社に振り込んだ。Ｂ証券会社には、あなたから社債購入権を譲ってもらったと

伝えてあるので、Ｂ証券会社の担当者から、『あなたが事業者Ａに権利を譲ったと聞い

たが、本当か。』と聞かれたら、『はい。』と答えてくれ。」などと言われたので、Ｂ証

券会社の担当者を名乗る人から電話が入ったときに、権利を譲った旨を答えた。 
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（４）更にその翌日、Ｃ警察署の刑事と名乗る人から電話が入った。通話の内容は、「事業

者Ａの担当者を詐欺容疑で逮捕し、現在、身柄を拘束している。あなたは、昨日、同

人から『事業者Ａの名前で 3000万円をＢ証券会社に振り込んだ。あなたから社債購入

権を譲ってもらったとＢ証券会社に伝えてある。』という話を聞いたはずである。その

通話は事業者Ａによって録音されており、それを押収して私も確認している。今回の

件については、あなたにも刑事責任があるので、今からあなたの財産を差し押さえる。

詳しい話は弁護士から話がある。」という旨のものであった。 

   その後、通話の相手方がＣ警察署の刑事と名乗る者から弁護士を名乗る者に代わり、

「3000万円の１割に相当する 300万円を支払わないと、あなたの財産は強制的に差し

押さえられる。すぐに用意できないか。」と言われたことから、消費者は、「そのよう

な大金は、すぐに用意できない。」などと答えたところ、「とにかく、300 万円を用意

しないといけない。」と言われたため、消費者は、「私では判断できないし、時間が必

要だ。」と答えて電話を切った。 

（５）通話後、民生委員にてん末を話して相談したところ、消費生活センターに相談した

方がよいという助言を受けたので、消費生活センターに電話をして相談したところ、

相談員から、「これは詐欺の手法であるので、絶対に相手をしないように。」と助言を

受けた。そのため、後日、弁護士を名乗る者から電話が入り、「お金は用意できたか。」

と問われたとき、消費者は、「もう相手はしない。」と言って電話を切った。それ以降、

電話は掛からなくなった。 

 

３．事例の特徴 

○ エーラインは、2020 年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行ってい

る旨を記載したパンフレット等（以下「勧誘資料」といいます。）を消費者宅に送付し

て自ら不動産事業を営んでいるように装い、１口10万円の社債の募集を行っています。 

○ 勧誘資料の送付時期と前後して、消費者宅にエーラインとは別の実在の有名企業を

騙る事業者（以下「申入れ業者」といいます。）から電話があり、社債の購入権を譲っ

てほしいと持ち掛けられます。 

○ 消費者が申入れ業者からの申入れを承諾すると、後日、消費者宅に警察官を名乗る

者から電話があり、「申入れ業者の社員を逮捕した。あなたにも責任があるから財産を

差し押さえる。詳しくは弁護士と話をするように。」などと言われます。そして、弁護

士を名乗る者は、消費者に対し、差押えを回避するために指定した金額を支払うよう

指示します。 

 

４．当庁が確認した事実 

○ 勧誘資料に記載されていたエーラインの所在地住所に赴いたところ、同所には同社

に関わる拠点が存在しないことが判明しました。また、勧誘資料に記載されていた連

絡先電話番号は電話転送サービス事業者名義であり、そのような事業者を複数利用し

て、電話発信元の正体を分からないようにしていました。 

○ 勧誘資料には、エーラインが自ら宅地建物取引業を営んでいるかのような記載があ



 

3 
 

りますが、照会の結果、同社が宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号）に基づい

て宅地建物取引の免許を受けた事実は確認できませんでした。 

○ 募集総額が１億円以上となる社債の募集を行うためには、金融商品取引法（昭和 23

年法律第 25号）に基づき、有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない

とされていますが、照会の結果、エーラインが有価証券届出書を提出した事実は確認

できませんでした。 

○ なお、支払方法については、弁護士を名乗る者に「お金の準備ができた。」などと返

事をすると、指定された住所へ宅配便等で現金を送付する又は指定された口座へ振り

込むよう指示されていました。 

 

５．消費者へのアドバイス 

○ 前記調査結果を踏まえると、エーラインの事業及び社債募集には、実体のないこと

が強く疑われます。エーラインから勧誘資料が送付されたり、申入れ業者から権利譲

渡の依頼を受けたりしても、決して応じないようにしましょう。 

○ 2020 年東京オリンピックを始めとして、社会的動静に便乗して投資等の勧誘を行う

事業者が見られます。特に、事業者から適切な情報が提供されていない商品の勧誘を

受けた場合には十分注意しましょう。 

○ 警察官が電話で「財産を差し押さえるから、弁護士の話を聞くように。」などと指示

したり、弁護士が、警察官の弁を踏まえ、電話で「財産の差押えを回避するためには、

○○万円支払うように。」などと指示することは決してありませんので、そのような指

示には決して応じないようにしましょう。 

○ 2020 年東京オリンピックに関連したトラブルについては、本件のほか、国民生活セ

ンターが平成 25年 10月及び今年２月に注意喚起を行っています。 

（参考） 

平成 25 年 10 月 30 日国民生活センター公表「東京オリンピックに関連した詐欺的トラブル

にご注意ください！」 

（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131030_1.html） 

平成 26 年２月 14日国民生活センター公表「東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルに

ご注意ください！（No.2）－オリンピック用の建物・土地に関する架空の儲け話－」 

（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140214_1.html） 

○ ゆうパックや宅配便等で現金を送付させる手口が見られますが、宅配便等で現金を

送付することはできません。「宅配便等で現金を送付するように。」といった指示には

従わないようにしましょう。 

○ エーラインから勧誘資料が送付された消費者の中には、民生委員や近隣の方といっ

た身近な人に相談して助言を受けて消費生活センターに相談した結果、現金を送付せ

ずに済んだ方もいました。取引に関して不審な点がある場合や、脅すような口調で金

銭の支払を要求された場合には、身近な人のほか、消費生活センターや警察に相談し

ましょう。 

● 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センターを御存知でない場合） 

電話番号 0570－064－370 

● 警察相談専用電話 

電話番号 ＃9110 

（以 上） 
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